
 

令和５年度 実 施 事 業 計 画  

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで 

 

◆ 基本方針 

昨今、長引くコロナ禍から社会経済活動の正常化が進みつつある中で、令和

４年度におきましても、ばんえい競馬の発売額は過去最高額を更新する結果と

なりました。 

今後、コロナによる行動制限の緩和が、発売額にどのように影響するか注視

して行かなければなりません。 

 

そのような中で、私たちは今、時代の転換期に直面しております。 

当協会は、ばんえい競馬の将来のために、今何が出来るのか、何をするべき

なのか、それを実現するためにどうしなければならないか、問題は山積してお

りますが、ばんえい競馬は素晴らしい資源と可能性を兼ね備えております。 

社会のニーズをいち早く捉え、知恵を絞って持続可能なばんえい競馬を目指

して、一つ一つの課題に真摯に向き合い、関係者が一緒になって真剣に議論を

進めるための環境整備を引き続き帯広市に求めてまいります。 

 

前例や既成概念にとらわれない柔軟な思考で、これからの新しいばんえい競

馬の明るい未来を創造することに傾注するとともに、当協会においては、限ら

れた財源を最大限有効に活用することで、第２期中期経営五ヵ年計画に基づく、

規律ある財政運営を行い、法人内部の体制整備等の推進を目指します。 

 

また、昨年度から新たに実施した診療業務委託事業につきましては、会員の

所有する競走馬の安定的な診療基盤の確保を始めとする診療環境の整備や

様々な課題の解決に向けて、必要な予算措置を講ずるなど、メリハリの効いた

予算を策定することで、今後においても引き続き会員の皆様の競走馬が、安

全・安心な治療を持続的に受けていただけるよう、適時適切な支援の提供に努

めてまいります。 

 

 



 

【実施事業】 

１．競馬普及啓発事業（定款第４条第１号) 

事業概要 

（１）帯広・十勝の観光資源であるばんえい競馬の普及啓発とファン誘致

のため、ばんえい競馬カレンダー等を無償配布するなどプロモーショ

ンに関する情報発信や広報活動を行う。 

 

（２）ばんえい競馬の魅力と楽しみ方を多くのファンに伝え、来場者を増

やすとともに勝ち馬投票券の発売を促進するため、地域や関係機関と

連携したイベントを行う。 

 

（３）レースの質の向上とファンの拡大を図るため、ばんえい競走のなか

でも、人気や格式高い歴史ある重賞競走における冠競走に副賞を贈呈

する。 

 

（４）当協会ホームページの充実により、ばんえい十勝のプロモーション

などに関する情報発信を行う。 

 

（５）馬主の魅力や楽しみを伝える発信を行い、新たな馬主登録の推進を

図る。 

 

２．生産振興等事業（定款第４条第２号)  

事業概要 

（１）北海道遺産に登録されている馬文化の継承とばん馬（重種馬）によ

る地域振興活性化を図るため、祭典ばんばや共進会等に協賛や総合的

支援を行う。 

 

（２）公益社団法人日本馬事協会が、重種馬における牽引力の強い馬の改

良と増殖推進を目的に、ばんえい競走において優秀な競走経歴馬を種

馬として購買するため、その業務への協力を行う。 

 

（３）公益社団法人日本馬事協会が、優良農用馬の有効活用や改良及び増

殖推進を目的に、ばんえい競走において優秀な競走経歴馬を繁殖種雌

馬として購買するため、その業務への協力を行う。 



 

３．防疫衛生事業（定款第４条第３号) 

  事業概要 

ばんえい競走における安定的競走馬の確保と振興発展に向け、競走馬の防

疫の推進と疾病の未然防止のため、競馬場在きゅう競走馬に対して各種ワク

チンの予防接種及び衛生検査を行う。 

 

４．共済事業（定款第４条第４号) 

  事業概要 

ばんえい競走馬の事故による損害を軽減するため、競走馬の斃死等に対し

て弔慰金を給付する。 

 

５．出走申込等事業（定款第４条第５号) 

  事業概要 

（１）会員に代わり､ばんえい競馬の出走申込み、各種申請等を行う。 

 

（２）ばんえい競馬の報償金から装蹄料、診療費等を控除し、各会員の指 

定した口座に振込み支払い業務を行う。 

 

６．連絡調整事業（定款第４条第６号及び第７号) 

  事業概要 

   当法人の各種事業の円滑な推進と効率的な運営を図るため、ばんえい競馬

関係機関及び企業、団体並びに会員相互の連絡調整、情報交換を緊密に行う。 

（１）関係団体と連携を緊密に図るため、各団体会員、構成員として参画

する。 

 

（２）会費、特別負担金等の徴収内訳や報償金、装蹄料金及び剥鉄並びに

削蹄料金や診療費の内訳明細を各会員に送付する。 

 

（３）馬主だより、馬主協会ニュースを発行し当協会の活動状況、連絡事

項等について会員並びに関係機関に情報提供を行う。 

 

（４）本協会の組織運営強化と健全なる発展を図るため、総会、理事会、

執行役員会等各種会議を適宜開催するとともに、法令及び定款に基づ

く健全な事業運営と社会的信用の向上に努める。 

 



 

７．診療業務委託事業（定款第４条第８号)  

  事業概要 

   将来に亘ってばんえい競走馬の安定的診療体制を構築するため、当協会は

アテナ統合獣医ケア（福本奈津子獣医師）と診療業務に関する委託契約を締

結し、臨床を担う獣医師の育成とともに会員の所有する競走馬等の円滑な診

療体制の確保を図り、以ってばんえい競馬の安定的な運営に寄与する。 

（１）常に安全・安心で質の高い獣医療の確保に向けて、高額医療機器等

の整備、充実を図ることによって、会員の競走馬等の的確な診断と適

切な治療を受けることができるよう、診療所の環境整備を行う。 

 

（２）委託業務が適正かつ迅速に行われるよう、診療所に対して総合的な

支援と側面的なサポートを行う。 

 

 


